
公益財団法人ふくしま自治研修センター政策形成支援事業実施規程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、公益財団法人ふくしま自治研修センター定款第４条第３

号及び第４号に規定する事業（以下これらを「政策形成支援事業」という。）

の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（事業実施の原則） 

第２条 政策形成支援事業の実施に当たっては、公益財団法人ふくしま自治研

修センター定款第３条に規定する福島県内における地方公共団体（福島県内に

おける地方公共団体に関係がある公社等外郭団体のうち、代表理事が別に定め

るものを含む。）及び市町村で構成する協議会等（以下これらを「県内地方公

共団体等」という。）の政策形成を的確に支援するとともにそのプロセスを通

じて県内地方公共団体等職員の政策形成能力の向上に寄与するという役割を

果たすため、研修事業と密接な連携を図りながらその効果が最大限に発揮され

るよう努めるものとする。 

（事業区分） 

第３条 政策形成支援事業は、政策形成アドバイザー支援、政策研究会、政策課

題セミナーに区分する。 

２ 政策形成アドバイザー支援は、県内地方公共団体等が抱える課題解決に向

けた取組を専門的見地から支援するため、県内地方公共団体等の求めに応じ、

次に掲げる事業を実施する。 

（1）総括支援アドバイザーによる支援 

県内地方公共団体等が実施する調査研究及び政策形成を支援するため、

県内地方公共団体等の求めに応じて、総括支援アドバイザーが助言・指導等

を行う。 

（2）外部専門家の確保支援 

   県内地方公共団体等が実施する調査研究及び政策形成を支援するため、

県内地方公共団体等の求めに応じて外部専門家を紹介するなど、専門家の

支援を受けられるようサポートする。 

３ 政策研究会は、県内地方公共団体等が抱える課題解決に寄与するとともに、

調査研究のプロセスを通して職員の政策形成能力向上に資するため、県内地

方公共団体等の職員が特定の地域課題に対して、解決に向けた政策を提言す

る活動を行う。 

  



４ 政策課題セミナーは、県内地方公共団体等の関心が高いテーマについて、専

門家を招いた少人数での勉強会の開催や県内地方公共団体等の取組や全国の

先進事例などを調査収集して提供する。 

（実施計画の作成） 

第４条 公益財団法人ふくしま自治研修センター所長（以下「所長」という。）

は、毎年２月末日までに翌年度の政策形成支援事業の実施計画を作成する。 

（事業の募集と決定） 

第５条 所長は、県内地方公共団体等に対して政策形成支援事業の募集を行う。 

２ 所長は、政策形成支援事業の申出があった場合には、事業の適合性、予算、

要員などを検討の上、適当と認めた場合にはこれを決定する。 

３ 所長は、前項の決定をしたときは、速やかに、県内地方公共団体等の長に通

知するものとする。 

４ 当該県内地方公共団体等の長は、前項の決定通知後に変更等の必要が生じ

たときには、速やかに所長に変更を申し出るものとする。 

５ 所長は、前項の申出があった場合において、その理由がやむを得ないと認め

た場合には、変更の決定をし、その旨を県内地方公共団体等の長に通知する。 

（費用の負担） 

第６条  政策形成支援事業の実施に要する県内地方公共団体等の費用負担につ

いては、第３条の事業区分に応じ、原則として次に掲げるところによる。 

（1）政策形成アドバイザー支援については、事業を活用する県内地方公共団体

等は原則として報酬又は謝金を負担する。また、政策形成アドバイザーの派

遣を必要とする場合の旅費を負担する。 

   ただし、政策支援部職員が支援する場合は、この限りではない。 

（2）政策研究会及び政策課題セミナーについては、県内地方公共団体等は、自

己の団体に所属する職員が参加するに当たっての旅費及び調査研究に必要

な経費を負担する。 

（3）前各号に掲げる経費以外の費用負担については、当該県内地方公共団体等

と公益財団法人ふくしま自治研修センター（以下「研修センター」という。）

との協議により決定する。 

（滞在型の調査研究） 

第７条 政策形成支援事業を効果的・効率的に行うために必要と認められる場 

合は、研修センターの施設を利用（宿泊利用も含む。）することができる。 

ただし、宿泊利用は舎監が勤務する研修のある日に限るものとする。 

２ 前項の場合における宿泊に伴う経費（光熱水費は除く。）は、県内地方公共

団体等で負担するものとし、その額は研修の場合に準ずる。 



（施設利用者の規律） 

第８条 政策形成支援事業に係る調査研究のため、研修センターの施設を利用

する県内地方公共団体等の職員は、所長の定める規律に従い、調査研究に専念

しなければならない。 

２ 所長は、政策形成支援事業に係る調査研究のため、 研修センターの施設を

利用する県内地方公共団体等の職員が規律に違反するなど不適切な行為が認

められる場合には、県内地方公共団体等の長と協議の上、退所させることがで

きる。 

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、政策形成支援事業の運営に関し必要な

事項は、代表理事が別に定める。 

 

附  則 

 この規程は、公益財団法人ふくしま自治研修センターの設立の登記の日（平成

２４年４月１日）から施行する。 

附  則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 


